
船舶事故調査報告書 

平成２９年３月１６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年１１月１５日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 新潟県長岡市の信濃川 

江戸尻四等三角点から真方位２８３°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３７°３４.６′ 東経１３８°４９.８′） 

事故の概要  プレジャーボート（船名なし）は、航行中、転覆した。 

事故調査の経過 平成２８年１１月１６日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート （船名なし）、５トン未満（長さ３.２９ｍ） 

 ２５０－３６６６９東京、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ２、視界 良好 

水象：水面 平穏 

長岡市には、１１月１５日０４時２７分に強風注意報が発表され、

本事故時も継続中であった。 

日出時刻：０６時２４分ごろ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、かも
．．

の狩猟を

行う目的で出航した。 

本船は、同乗者１人が船首部、同乗者２人が船体中央部に乗り、船

長が右舷船尾部で船外機を操作し、定員を超えて乗船しており、乾舷

が減少した状態で航行していたところ、右舷側に転覆した。 

 本船は、船長及び同乗者３人が自力で川岸にたどり着き、付近にい

た船舶２隻によって川岸にえい
．．

航された。 

船長及び同乗者３人は、救命胴衣を着用していなかった。 

本船は、約１年前に中古で購入されたが、本事故当時、有効な船舶

検査証書を受有していなかった。 

分析 本船は、定員を超える人員が乗船していたことから、航行中にバラ

ンスを崩し、右舷側に転覆したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、定員を超える人員が乗船していたため、

航行中にバランスを崩し、右舷側に転覆したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定員を超えて乗船しないこと。 

・小型船舶は、風波の影響を受けやすいので、強風注意報等が発表



されているときには、堪航性に配慮すること。 

・救命胴衣等の着用に努めるとともに、適切な着用を心掛けるこ

と。 

・船舶検査を受けていない船舶は、航行の用に供してはならない。 

 


